
治療と仕事 
の 

両立支援 

治療を受けながら 
仕事を続ける選択肢「あります」 

 がん 肝疾患 脳卒中 心疾患 糖尿病 難
病、不妊等、長期の治療や管理を余技なくされ
る病気の診断受けたとき、治療を続ける上で、
職業生活の継続に不安を持つ方は多いのではな
いでしょうか。 

「仕事を続けても充分な治療が受けられるのだ
ろうか…」「治療を優先するなら仕事を辞める
べきか…」 

 働き続けたいあなたが、今すぐに離職を決め
る必要はありません。 治療内容や治療経過に
合わせた働き方をまずは考えてみませんか。 

長く付き合う 
病気の診断を受けた方へ 

大切な人財をサポート 
したい職場のご担当者へ 

 大切な「人財」労働者から、がんなどの

病気の診断について打ち明けられた時、皆
さんの事業所は、どのような対応をされる
でしょうか？ 
「治療の内容、仕事にどの程度影響がある
のだろう」「就業場所の配慮をするために
は、治療法など基本的な情報が欲しい」
「治療の見通しが分からない」「就業制限
の必要性や就業期間の判断が難しい」「復
職許可の判断が難しい」など、事業所の疑
問やお悩みに対して、支援します。 

 当センターから、両立支援の専門研修を修了した「両立支援促進員」が事業所を訪問し、仕事と職業生活の

両立に関するサポートを望まれる労働者ご本人、事業所を支援させていただきます。「両立支援促進員」は、
労働・社会保険のプロである社会保険労務士や、治療生活支援のプロである看護職が担当しています。 
 相談・利用は無料です。 
「困っている・悩んでいる」ことをそのままご相談ください。両立支援促進員が、課題を整理し、一緒に考え、
「今、何が必要か」具体的な方策をアドバイスさせていただきます。 

働き続けること
をあきらめず… 

 
一度、相談して
ください。 

【お問い合わせ】 

    独立行政法人労働者健康安全機構 山梨産業保健総合支援センター 

 TEL  055-220-7020(代表)  FAX  055-220-7021 
 URL  https://www.yamanashis.johas.go.jp 
 【受付時間】平日：8時30分～17時15分 休日：土・日曜日、祝祭日、年末年始 

【お申し込み方法】お電話・または裏面申込書をFAX等で送付 

https://www.yamanashis.johas.go.jp/


平成 年 月 日
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□ □ □

□ □ □

□ その他（ ）

 □にチェックを入れ、希望する番号に○印を付けてください。

□ 個別訪問支援

✽担当者が事業場を訪問し、両立支援に関する制度の導入等についてアドバイスします。

1 管理監督者向け両立支援教育 （事業場の管理監督者や労働者等に対し、意識啓発を行うセミナー）

2 事業場内体制の整備 3 事業場内規程等の整備

4 事業場の勤務、休暇制度の整備 5 両立支援の進め方

6 両立支援に係る情報提供

7 その他（具体的に： ）

□ 啓発セミナー

✽ガイドライン等の普及・啓発を目的とした事業者等を対象とするセミナーです。

□ 個別調整支援（ご本人の同意が必要）

✽事業場と労働者（患者）間の、仕事と治療の両立についてアドバイスします。

1 労働者（患者）との治療に対する配慮の検討 2 両立支援の進め方

3 両立支援プランの作成 4 職場復帰支援プランの作成

5 主治医等への相談 6 就業上の措置についての検討

7 その他（具体的に： ）

希 望 す る 支 援 内容

【申込先】独立行政法人労働者健康安全機構　山梨産業保健総合支援センター

ＦＡＸ：055－220－7021

※申込書受領後、当センターからご連絡いたします。

※この用紙に記載された個人情報は、産業保健活動総合支援事業の目的以外には使用いたしません。　
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